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平成３１年度大阪府当初予算主要事業の概要 

（障がい保健福祉関係） 
 

（一般会計） 

区   分 3１年度当初予算 ３０年度当初予算 
前年度増減比 

31当初／30当初 

福祉部予算 3,234億 5,596万円 3,026億 7,697万円 106.9% 

障がい福祉室予算 
※福祉部予算の内数 

917億 9,537万円  662億 2,566万円 138.6% 

健康医療部予算 2,827億 8,070万円 2,820億 2,195万円 100.3% 

 

【主な予算】                               単位：万円 

（ ）：前年度予算 

 

○ 大阪府ＩＴステーション事業                       ８，８９８ 

(９，２８５） 

  ＩＴを活用した就労に直接結びつく事業を展開するＩＴステーションにおいて、就労相談か

ら企業とのマッチングまで総合的な支援を行い、一般就労を見据えたトータルな取組みを実施 

 

○ 大阪府ＩＴステーション移転整備事業                  ２４，６２３                                

  （１，３３２） 

ＩＴステーションを夕陽丘高等職業技術専門校に移転し、同技術専門校と連携を深めること 

で、あらゆる障がい者への就労支援拠点とし、障がい者への職業業訓練や就労支援を効果的に

実施                          

 

○ 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業              １１，２５２                                

  （１１，２４６） 

障がい者等が就労できるよう、障害者就業・生活支援センターに、生活支援ワーカー2名 

 を配置し、別途配置される就業支援ワーカーとともに、就労面及び生活面で総合的に支援 

 

○ 地域生活支援事業                           ２６，７７６ 

（２６，６２３） 

  障がい者の社会参加を促進するため、各種支援員の養成・派遣等の事業を実施 

    ア．手話通訳者養成研修事業 イ．盲ろう者通訳・介助員養成研修事業 

    ウ．要約筆記者養成研修事業 エ．要約筆記者派遣事業 

オ．手話通訳者派遣事業   カ．盲ろう者通訳・介助者派遣事業 

キ．日常生活支援事業    ク．社会参加支援事業 

 

○ 福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点            １５５，４１２ 

(１８，４０９） 

  平成３２年度の早期の供用開始に向け、新施設整備に必要な新設工事を実施 

 

○ 障がい者差別解消総合推進事業                     ２，３０２ 

                                  （２，２１０） 

 障害者差別解消法並びに大阪府障がい者差別解消条例（平成 28 年４月施行）を踏まえ、

相談等の体制整備や障がい理解を深めるための啓発活動の実施 
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　　　　障害児支援

入所施設の在り方検討

　　　　　　　　　厚労省　加齢児問題など論点

　厚生労働省は 6日、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」（座長＝柏女霊峰・淑徳大教授）の初会合
を開いた。「福祉型」施設のうち、知的障害児の入所施設には虐待を受けた子どもが多く、18歳を過ぎても
自宅や成人施設に移れない「加齢児」の存在がかねて問題となっている。

　　　　　　出典：障害保健福祉部調査。2019 年 1月 17日時点の速報値
　　　　（注）2012 年児童福祉法改正により児童の入所施設は「福祉型」と「医療型」に再編された。
　　　　　　「福祉型」にはこのほか自閉症児、盲児、ろうあ児、肢体不自由児の施設があり、「医療型」
　　　　　　は自閉症児、肢体不自由児の施設がある。

　児童養護施設など社会的養護施設では障害児が増えている。生活単位の小規模化が進み、職員の配置基準
が手厚くなりつつあることを踏まえ、障害児施設をどうするか検討する。12月に報告書をまとめる。
　厚労省の調べでは、今年 1月 17日時点で知的障害児施設は全国に 235 カ所あり、定員は 7621 人。それ
に対して 5910 人が入所し、そのうち加齢児が 1297 人（22％）を占める。
　本来、18歳以上は自宅に戻ったり、成人のグループホームや入所施設に移ったりするのが基本だ。しかし、
虐待などを理由に行政の措置により入所する子が全入所児の約 7割。加齢児の移行先探しには行政の関与が
不可欠だが、関与の度合いには地域差がある。
　また、都市部では用地と人材の確保が難しいため成人施設の受け皿が不足し、移りにくい面もある。
　そこで、厚労省は加齢児も引き続き同じ施設に居られるよう特例を設けたが、その期限は 2021 年 3月末
までとした。
　一方の「医療型」のうち、重症心身障害児施設は成人施設としての事業所指定も受けた「児・者一貫」の
体制をとっているが、定員割れが大きい。特に 18歳未満が減り、18歳以上が増えて高齢化している。
　検討会は障害保健福祉部長によるもの。今後、5月まで月 1回のぺースで、社会的養護の施設団体や障害
当事者団体にヒアリングを行い、6～ 10月は委員が「福祉型」と「医療型」に分かれて議論する。
　障害児支援をめぐって厚労省は 14年 7月に検討会報告をまとめ、入所施設の機能を「発達支援」、退所
に向けた「自立支援」、被虐待児を専門的にケアする「社会的養護」、在宅の障害児や家族を支える「地域支援」
の四つに整理した。
　厚労省は「その後、残念ながら具体的な取り組みが十分進展してはいない。私たちとしても忸怩 ( じくじ )
たる思いだ」（橋本泰宏・障害保健福祉部長）とし、てこ入れする意向だ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（週刊福祉新聞　平成31年2月11日　第2894号より転載）

福祉型 医療型
知的障害児 重症心身障害児

  施設数 　　　　　　　　　　 235 　　　　　　　　　　 209
  定員 　　　　　　　　　  7,621 　　　　　　　　　19,060
  現員 　　　　　　　　　  5,910 　　　　　　　　　  6,105
  児童数 　　　　　　　　　  4,613 　　　　　　　　　  1,911

　　　　　　　　　  3,032 　　　　　　　　　　 555
　　　　　　　　　  1,581 　　　　　　　　　  1,356

  18 歳以上 　　　　　　　　　  1,297 　　　　　　　　　  4,194

  措置
  契約




